
 

 

 

「いわて旅応援プロジェクト」及び「いわての食応援プロジェクト」の 

停止について 

【要旨】 
 県内で新型コロナウイルス感染症が感染拡大し、直近１週間の新規感染者数が10万
人当たり15人を超えたことから、下記のとおり事業を停止します。 

 

１ いわて旅応援プロジェクト 

(１) 事業の停止 

ア 宿泊・旅行割引の停止スケジュール 

(ア) 新規予約受付停止 

割引を適用した新規予約は、８月13日(金) 午前０時から停止 

(イ) 旅行・宿泊代金の割引停止 

予約済みの宿泊又は日帰り旅行は、８月15日(日)から割引を停止 

イ いわて応援クーポンの取扱い 

発行済みのクーポンについては、８月15日(日)まで使用可 

ウ キャンセル料について 

本日以降の宿泊・日帰り旅行の予約について、８月18日(水)までに宿泊等の

予約者が宿泊等のキャンセルを行った場合のキャンセル料は、県が負担する。 

(２) 事業の再開 

事業期間が８月22日(日)（いわて応援クーポンは８月23日(月)）までであるこ

とから再開しない。 

 

２ いわての食応援プロジェクト 

(１) 事業の停止 

ア 食事券の販売停止 

直ちに停止の手続を開始し、遅くとも８月14日(土)までに全販売店で販売を

停止 

イ 販売済食事券の取扱い 

県が県民に対して要請する「基本的な感染対策の徹底」を守りながら使用す

るようホームページ等で呼びかけ 

(２) 事業の再開 

感染が再拡大する恐れがない状況であることなどを見極めながら、当本部員会

議において総合的に判断する。 
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